
さらに2つの安心

● 詳細は裏面の補償内容をご確認ください。

0円自己負担金実質

1,000万円まで補償

❶ガンの通院治療費を5年ごとに ❷ガン診断が確定した場合は一時金として

100 診断確定日から
3年経過後であれば
何度でも補償します

万円
を補償

新ガン治療費用保険

ガン入院治療費が

カエル!?

ガン入院治療費を全額補償
何日間でも何度でも、どんな治療法 でも

※

最
大

※ 自由診療による場合は、セコム損保の協定病院、がん診療
    連携拠点病院、大学附属病院等での治療に限ります。

日数制限
なし



お支払いする保険金について お支払い回数などの
補足説明

ガ
ン
診
断

保
険
金

ガン（悪性新生物や上皮内新生物）と

診断確定
されたとき

一時金 ガン診断保険金が支払われ
ることとなった最終の診断
確 定日から3 年 経 過 後で
あ れば何度でもお支払い
します。

【保険期間：5年】（90歳まで自動更新）

公的保険診療の場合

①治療にかかった費用
②診断書等の文書料

自由診療の場合

待機期間を除く保険期間中にかかったガン（悪性新生物や上皮内新生物）の診断や治療の際に、下表の保険金をお支払いします。

は、かかったガンの治療費を補償するガン保険です。

ご注意いただきたいこと

看護師資格のあるセコム損保スタッフがご対応します。（メディコム・ナースコールセンター）

安心の実額補償

安心のサポート体制 ご契約者専用サービス

●保険金の支払責任は、保険期間の初日からその日を含めて91日目に開始します。（90日の待機期間があり、この間に診断確定された場合は補償されません。）
●ガンの診断確定は、診断書に記載される「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10（2003年版）準拠」（出典：厚生労働省）に基づく分類項目・コードを基に

判断しています。

募集代理店

※サービスの内容は予告なく変更・中止となる場合があります。

〒102-8645 東京都千代田区平河町2-6-2 セコム損保ビル

引受保険会社

・治療の種類による回数制限
 もありません。

日数無制限

日数無制限
・治療の種類による回数制限
もありません。

・セカンドオピニオン外来の
費用も補償します。

・入院しなくても補償します。

ガ
ン
入
院

保
険
金

診断確定されたガン（悪性新生物や
上皮内新生物）の治療目的で

入院したとき
かかったガンの治療費を

に補償無制限

ガ
ン
外
来

保
険
金

診断確定されたガン（悪性新生物や
上皮内新生物）の治療目的で

かかったガンの治療費を

まで補償通院したとき ※契約更新時（5年ごと）に、
　補償限度額が1,000万円に
　復元します。

https://www.secom-sonpo.co.jp/
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●記載の内容は、2022年3月現在における新ガン治療費用保険の概要を説明したものです。●「自由診療保険メディコム」は新ガン治療費用保険のペットネーム
です。●「MEDCOM」および「メディコム」は、「自由診療保険」に関するセコム損害保険株式会社の商標です。●詳しい内容については、「パンフレット」「重要
事項説明書」「ご契約のしおり／普通保険約款および特約集」等をご覧ください。

①次の範囲はお支払いの対象外となります。
ガン診断保険金：●文書料
ガン外来保険金：●往診による治療　●交通費・宿泊費等、直接治療に関係しない諸雑費
ガン入院保険金：●差額ベッド代　●貸テレビ代・新聞代・特別メニューの食事代等、直接治療に関係しない諸雑費
ガン外来保険金・ガン入院保険金共通：●ガンの診断確定を主な目的とした、検査のための通院・入院　●ガンの再発・転移の診断を主な目的とした
診察または検査のための通院・入院　●ガンの手術により失われた形態または機能を改善する形成再建手術等（乳ガンの手術と別の時期に行う乳房
再建手術等）を行うことを主な目的とした、自由診療による通院・入院　●ガンの診療を直接の目的とした通院・入院が終了した後の経過観察

②自由診療としての補償は、通院・入院する医療機関がセコム損保の協定病院、がん診療連携拠点病院、大学附属病院等であること、および治療内容に健康保
険等（公的医療保険）の給付対象とならないガンの診療が含まれていることが条件となります。

次のガン治療費等と同じ額
①一部負担金（自己負担となる通常3割の治療費）
　※一部負担の割合は年齢や所得によって異なります。
　※高額療養費制度による高額療養費を差し引かずに
　　一部負担金相当額をお支払いします。
②先進医療等の費用
　（評価療養・選定療養（差額ベッド代等を除く）の費用）
③診断書等の文書料

お客さまあんしんコールの実施

先進医療や自由診療の入院治療費を
直接医療機関へお支払い

医療機関の合意があれば、かかった入院治療費（ガン入院保険金）をお客さまに
かわりセコム損保が直接医療機関へお支払いするので立替費用を心配せずに安心
して治療に専念できます。

一定期間ごとに、お客さまの治療の状況のお伺いや、保険金のご請求のサポートを
看護師が電話や文書により行います。

サービス1 診療実績に応じた最寄の病院をご案内

サービス4

サービス5

自由診療にも対応する複数のセコム損保の協定病院、がん診療連携拠点
病院、大学附属病院をご案内します。
※セコム損保の協定病院数は、全国で301医療機関となっております。
　（2022年3月1日現在）
　（最新の協定病院リストは、セコム損保メディコムのホームページ
　（https://www.medcom.jp/）をご覧ください。）

サービス2 セカンドオピニオン外来がある医療機関をご案内

サービス3 ガンに関するご相談の受付
検査や治療法などガン治療に関する一般的な情報についてご相談いただけます。

セカンドオピニオン外来では、治療法に対する不安の解消や、他にどのよ
うな治療法があるのか等、主治医以外の医師の意見を聞くことができます。
※自由診療で行われる場合、お支払いの対象となる医療機関は、セコム損保
　の協定病院、がん診療連携拠点病院、大学附属病院等となります。
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